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 早いもので、卒業式のシーズンに入ります。今年度の中学 3 年生や高校 3 年生は、コロナが

流行り始めたときの小学 6 年生、中学 3 年生で、とても寂しい卒業式をした世代です。今回は 

参加者も多いでしょうし、卒業生はマスクが外せるかもしれません。思い出に残る卒業式にな

ることを願うばかりです。  

 

 

 

 中学校や高等学校、そして大学の入学試験や検査が始まりました。 

そこで、1 月に行われた大学入学共通テストでは、どんな配慮が行われたのか調べてみました。 

（令和 5 年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト受験上の配慮案内より） 

 

 



配慮事項の例 

○解答方法や試験時間に関する配慮 

・文字解答：試験時間を 1.3 倍に延長又は延長なし 

・点字解答：試験時間を 1.5 倍に延長 

 

○試験室や座席に関する配慮 

 ・１階又はエレベーターが利用可能な試験室で受験 

 ・洋式トイレ又は障害者用（多目的）トイレに近い試験   

室で受験 

 ・窓側の明るい座席を指定 

・座席を前列に指定 

・座席を試験室の出入口に近いところに指定 

 ・別室の設定 

 

○持参して使用するものに関する配慮 

 ・拡大鏡等の持参使用 

 ・照明器具の持参使用 

 ・特製机・椅子の持参使用 

○その他の配慮 

 ・拡大文字問題冊子（14 ポイント・22 ポイント）の配布  ・照明器具の試験場側での準備 

 ・試験室入口までの付添者の同伴  ・特製机・椅子の試験場側での準備 

 ・明るすぎない試験室での受験   ・シールや付箋紙の持参使用 

 ・「最後列」や「試験室正面に向かって左側」などの座席の指定 

 

 上記の配慮事項は、視覚に障害があれば必要に応じて申請することができます（診断書が必要 

です）。ただし、障害等の程度や希望する配慮事項によっては、十分な審査を行うため、大学入 

試センターから追加で書類等の提出を求められる場合もあるそうです。 

 

配慮事項の一つ、「文字・チェック解答」を

確認してみましょう。これはマークシートに

マークすることが難しい場合の配慮です。 

 

文字解答では、左図のように記入欄に直接

文字や数字を記入します。 

 



 

 

チェック解答では、左図のように選択肢の 

数字をチェックします。 

 

 

 

  

 

また、拡大文字問題冊子は、一般の問題冊子（Ｂ５判、10 ポイント）では文字等を読み取る

ことが難しい場合に、文字の大きさが異なる二つの種類（14 ポイント・22 ポイント）から選択

できます。ただし、22 ポイントの問題冊子は，一般問題冊子や 14 ポイントの問題冊子とレイア

ウト等が異なりますので、『受験上の配慮案内』にある例で確認をされてください。 

 

 共通テスト後の二次試験や私立大学の入学試験では、各大学によって配慮できる内容が異な

ります。入試要項を見ても具体的なことは書いていないことが多いようです。しかも、配慮の申

請は共通テスト前にしなければならないところがほとんどです。実際は共通テストの成績で志

願先を変更することもあると思いますが、その場合は配慮の申請まで受け付けてもらえるかと

いう確認も必要となります。 

 

 次に高等学校の入学試験、入学検査について佐賀県の場合を確認し

てみましょう。 

令和５年度佐賀県立高等学校入学者選抜実施要項によると、「身体等

に障害があるため、受検の際に特別の措置が必要な志願者への対応に

ついては、志願者が在籍する中学校長、受検予定先の高等学校長、佐賀

県教育委員会が協議して決定します」とあり、事前に受検時の配慮につ

いての調査も行われ、それをもとに協議が行われます。 

想定される配慮としては、別室での受検及び座席の配置、ルーペや補

聴器、車椅子等の機器の検査会場への持ち込み、問題冊子、解答用紙の

拡大やルビ振り、多目的トイレやエレベーター等の施設設備の使用、面接時の配慮（個別面接や

筆談等）、糖尿病のための補食やインスリン接種のための別室の準備、介助のための担当職員の

配置などがあるかと思います。 

しかし、受検時の配慮は中学校で継続的に行われているものが対象となり、受検のときのみ配

慮を希望しても難しいようです。また「以前、同じような見え方の人が配慮してもらったから、

今度も大丈夫だろう」などということはなく、配慮を希望する人についてそれぞれ検討されるた

め、前例は踏襲されないということです。 

 



来年度の研修について 

これらの配慮から考えていただきたいのは、現在、学校で行われている配慮との整合性です。 

たとえば学校では 30 ポイントに拡大したテストを受けていたとしたら、共通テストの 22 ポ

イントの拡大文字は読みにくいかもしれません。そうならないように 22 ポイントで読めるよう

に練習をしたり、弱視レンズなどを使って文字を拡大できるスキルを身につけたりすることな

どが必要となるでしょう。 

加えて児童生徒本人が、自分にはどういう配慮が必要かを把握し、それを伝えられるようにな

ることも重要です。特に高校生は受験までは学校が手伝ってくれることもあるかもしれません

が、大学に入学した際には授業やテストにおける配慮の申請は本人が行わなければなりません。

その時に困らないですむように、自分の見え方やそれに伴う配慮などをしっかり把握させ、まわ

りに伝えられる練習をしておきましょう。 

 

試験における配慮は学力を適正に測るために必要なものです。見えにくさのある児童生徒は、

配慮があることで学力以前の不利を補うことができます。そのため、決して「特別扱い」ではな

いことを児童生徒たちにも伝えていただければと思います。 

 

 

 

 

来年度も弱視学級や見えにくさのある児童生徒に関わられている先生方を対象に研修会を 

実施します。1 回目は 4 月下旬実施予定です。4 月上旬に連絡をさせていただく予定です。 

また、その他に 6 月にも公開研修を予定しております。来年度への引継ぎの一つとして 

お知らせいただければと思います。 

 

 

 

  

 日頃の指導で悩まれたり、困られたりしていること、「こういう資料がないか」

などがありましたら、お気軽にご連絡ください。 
   

佐賀県立盲学校 電話（０９５２）２３-４６７２   代表メール mougakkou@education.saga.jp 

          FAX （０９５２）２５-７０４４  ゆうあい担当 miyata-yoshihiro@education.saga.jp 

 


